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―― 各務原市開発事業指導要綱              ―― 
 

（目的） 

第１条 

 この要綱は、各務原市の自然環境と調和のとれた土地利用による秩序ある都市の形成を図るため、市

内において行われる開発事業について、一定の基準を定めて事業者の積極的な協力を求め、適切な指導

と規制を行い、もって市民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現を期することを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

（１）「開発事業」一団の土地について行う区画形質の変更及び集合住宅の建設に関する事業をいう。 

（２）「開発区域」開発事業を行う土地の区域をいう。 

（３）「事業者」開発事業に係る工事（以下「工事」という。）の請負契約の注文者又は請負契約によら

ないでみずから工事を施行する者をいう。 

（４） 「工事施行者」工事の請負人又は請負契約によらないでみずから工事を施行する者をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 

 この要綱は、次に掲げる開発事業を行うものについて適用する。 

（１）開発区域の面積が 1,000 平方メートル以上の事業。 

（２）計画戸数が 16戸以上の集合住宅を建設する事業。 

（３）（１）（２）の規定にかかわらず事業開始後３年以内に同一事業者（事業を引き継いだ者を含む。）

が隣接区域内において事業を施行する場合は、合算した開発区域の面積が 1,000 平方メートル以上の

事業又は計画戸数 16戸以上の集合住宅を建設する事業。 

２．前項の規定は、次に掲げる開発事業を行うものについては適用しない。ただし、特別の定めがある

場合はこの限りでない。 

（１）鉱業法（昭和 25年法律第 289号）に規定する鉱業に係る開発事業。 

（２）河川法（昭和 39年法律第 167号）第６条第 1項各号に規定する河川区域及び同法第 54条第

１項に規定する河川保全区域並びに一時農地を転用し、砂利採取後農地に復元することで当該区域にお

いて、砂利採取法（昭和 43 年法律第 74 号）第 16 条の規定により認可を受けて行う砂利の採取事業

である開発事業。 

（３）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 12 条第１項各号に規定する市街地開発事業の施行

として行う開発事業。 

（４）農業、林業又は漁業の用に供する目的で行う開発事業で市長が別に定めるもの。 

（５）非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業。 

（６）建築物の建築を伴わない駐車場及び資材置場等の造成を目的とした開発事業。 

（７）その他市長が別に定める開発事業。 

 

（事業計画） 

第４条 

 事業者は、開発事業の計画、設計にあたっては、この要綱を基準として行うものとする。 
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（緑化の推進） 

第５条 

事業者は、樹林、草地、水流、沼地その他の自然環境（以下「自然的環境」という。）の良好な保全及

び緑化を図らなければならない。 

２．既に行われた開発事業の事業区域内における自然的環境で、当該事業区域又はその周辺の良好な居

住環境を維持するため重要な機能を有するものについては、開発事業の事業区域としてはならない。た

だし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。 

 

（事前協議） 

第６条 

 事業者は、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）による届出又は開発事業に関する法令の規定

による許可・認可・確認等（以下「許認可等」という。）の申請手続若しくは工事着手前に事前協議申請

書（様式１号）を市長に提出し、開発事業の基本計画について、協議しなければならない。 

 なお、変更の場合も同様とする。 

２．市長は、前号の申し出があったときは、各務原市開発審査委員会（以下「委員会」という。）に諮り、

別に定める計画指導基準、設計指導基準その他技術的な基準に基づいて事業計画の内容を検討し、事業

者に対し当該事業計画が不適当であると認めるときは、事業計画及び設計の変更若しくは事業の中止に

ついて指導又は要請するものとする。 

 

（協定の締結） 

第７条 

 事業者は、市長と当該開発事業の施行に関し必要な事項について協定を締結するものとする。 

 

（関係者の周知・同意等） 

第８条 

 事業者は、開発事業の施行前に地域住民、権利者、その他関係者に対し、事業計画、工事の施行方法、

保障対策、公災害の防止計画を十分周知し、理解を得ること。 

  

（工事施行上の防災措置等） 

第９条 

 事業者及び工事施行者は、防災措置（仮施設を含む。）を本工事に先だち実施するとともに工事の施行

にあたっては、開発区域及びその周辺の地域における交通を妨げ、排水路その他の排水施設、水路及び

河川の排水若しくは利水に支障を及ぼし、又は土砂くずれ、土砂流出、出水、汚濁等の被害を及ぼすこ

とのないよう、適切な措置を講じなければならない。 

２．事業者及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止

に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。 

 

（工事の着手） 

第 10 条 

 事業者は、事前協議が成立し、かつ、法令の規定による許認可等があり、若しくは届出を終了した後

でなければ、工事に着手することができない。 

  



- 117 - 

（工事施行者の変更の届出等） 

第 11 条 

 事業者は、工事施行者、若しくは工事の期間を変更し、工事を２週間以上中止し、若しくは中止した

工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、その旨を書面により、あらかじめ市長に届け出な

ければならない。 

 

（助言及び勧告） 

第 12 条 

 市長は、開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対

し、開発事業が適正に施行されるよう助言又は勧告するものとする。 

２．市長は、前項の措置を講ずるため、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し報告

若しくは資料の提出を求め、又は職員をして工事の施行状況を調査させるものとする。 

 

（工事完了の確認等） 

第 13 条 

 事業者は、工事が完了したときは、すみやかに市長に届出し、確認を受けなければならない。ただし、

各個別法の許・認可に基づく開発事業については、この限りでない。 

 

（公共施設等の引き継ぎ） 

第 14 条 

 事業者は、市長との協議に基づき、各管理者に引き継ぐことを定めた公共施設について各務原市公共

施設等の管理移管事務処理要領により、管理移管のために必要な手続きを行うものとする。なお、分筆、

地目変更、所有権移転等の諸費用は全て事業者の負担とする。 

 

（被害の補償） 

第 15 条 

 事業者は、開発事業の施行によって生じた被害については、その補償の責を負わなければならない。 

 

（優先分譲） 

第 16 条 

 事業者は、市から要請があった場合は、市又は住民に対し、造成した土地又は住宅を優先的に分譲す

るものとする。 

 

（実施の細目） 

第 17 条 

 この要綱に定めるもののほか、開発事業の実施及び指導に必要な事項は、市長が定める。 

 

―付則（施行期日）― 

１．この要綱は、平成２６年 4 月１日から施行する。 
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―― 計 画 指 導 基 準         ―― 
 

１．土地の利用目的が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合するものであること。 

２．公共施設及び公益施設の整備予定からみて明らかに不適当なものでなく、かつ適合性について技術

的検討がなされ、適切な措置が講じられるものであること。 

３．開発区域を含む周辺の地域における自然環境の保全、公害及び災害の防止並びに文化財の保護上明

らかに不適当なものでなく、かつ、具体的対策が講じられているものであること。 

４．農林漁業、地域産業その他の地域社会との調和が保たれるとともに、地域住民の福祉向上に対する

貢献度の高いものであること。 

５．上下水道計画について、適正かつ確実な計画を有するものであること。 

６．開発事業の施行に伴い必要となる公共施設又は公益施設の整備について、市の財政に影響を及ぼさ

ないよう事業者の経費負担について適切な配慮がされていること。 

７．事業者の資力、信用及び能力からみて実現可能性の高いものであること。 
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―― 設 計 指 導 基 準         ―― 
 

■第一 防災 

１．防災措置 

（１）土地の区画形質の変更は、現在の地形に添った計画とし、必要最小限の土工量となるものとする。 

（２）切土及び盛土により生ずる法面は、擁壁でおおう場合を除き、できるだけ勾配をゆるくし、植栽、

芝張り、芝種子吹付け、法枠等当該土地の地形、地質に適した工法により安定化を図るものとする。 

（３）相当量の土砂が流出するおそれが予測される場合は、下流地域に対する災害を防止するための防

災施設を設けるものとする。 

（４）渓流及び既存水路は、原則として開渠とすること。 

（５）開発行為の施行中、土質の変化、湧水、地盤沈下その他の障害等が生じた場合は、その状況に即

応して災害防止に対処するものとする。 

（６）前項により当初の開発区域の一部を廃止する場合は、必要な復元措置を講ずるものとする。 

（７）気象条件の急変（台風、集中豪雨等）その他により災害発生の恐れが生じた場合は、事業者及び

工事施行者は適切な災害防止の措置を講ずること。 

（８）道路法（取付道路）、河川法（流末河川）等の許可を必要とする開発工事にあっては、許可を受け

た工事の完了検査終了後、当該開発工事に着手することを原則とする。ただし、管理者がやむを得ず同

時施行を必要と認める場合は、この限りでない。 

（９）宅地造成により整地した平坦地には、その外周に小規模な土堤を設けて降雨を一時貯留し、下流

への直接の流出を軽減させること。（図１） 

（10）宅地造成地の周囲には、必要に応じ板柵、そだ柵、蛇かご、土のう等を適切に配置し、土砂の流

出防止、流出降雨量の軽減をはかること。 

（11）放流先河川の流下能力を考慮し必要な場合には防災調整池を計画すること。 

（12）開発行為によってできるがけの高さは、原則として 15ｍ以下とすること。 

（13）がけ又は法面の上端につづく地盤面は、原則としてがけ又は法面の反対方向に雨水その他の地表

水が流れるように勾配及び土堤等を設け排水溝により排水できる構造にすること。（図２） 

 

２．盛土工事 

（１）盛土高が５ｍをこえるときは、高さ５ｍ以内ごとに幅２ｍ以上の小段を設け、排水のため適当な

横断勾配をつけ排水溝等を設けること。この小段が３段以上連続する場合は、３段目の幅は５ｍ以上と

する。 

（２）法面勾配は、原則として（図３）又は（図４）を標準とし、適当な保護をすること。 
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３．切土工事 

（１）切り土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質のあるときは、その地盤に

すべりが生じないように適当な措置をとること。 

（２）切土高が５ｍをこえるときは、高さ５ｍ以内ごとに、幅２ｍ以上の小段を設け、排水のため適当

な横断勾配をつけ排水溝を設けること。この小段が３段以上連続する場合は、３段目の幅は５ｍ以上と

すること。（図５） 

 

 

４．擁壁等の設置基準及び構造 

（１）がけの内で次の一に該当する場合は、擁壁でおおわなければならない。 

ア．切土をした土地の部分に生ずる高さ２ｍを超えるがけ 

イ．盛土をした土地の部分に生ずる高さ１ｍを超えるがけ 

ウ．切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さ２ｍを超えるがけ 

－－ 参 考 －－ 

 「がけ」とは、地表面が水平面に対し 30 度をこえる角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいもの

を除く）以外のものをいい、小段等によって上下に分離されたがけがある場合においては、下層のが

け面の下端を含み、かつ、水平面に対して 30度の角度をなす面を想定し、その面に対して、上層の

がけ面の下端がその上方にあるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 
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（２）擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造、その他の練積み造又は宅

地造成等規制法施行令第 1４条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 

（３）擁壁には、その裏面の排水をよくするため、３㎡以内毎に１個の割で内径 75mm 以上のビニー

ル管その他これに類する耐水材料を用いた水抜き穴が設けられ、擁壁の裏面には、砂利等の透水層（表

１）が設けられていること。 

▼（表１） 

擁壁の高さ 
透水層の厚さ 

上 層 下 層 

  ２ｍ以下 ２０ｃｍ ３０ｃｍ 

  ２ｍ～３ｍ ２５ｃｍ ４０ｃｍ 

  ３ｍ～４ｍ ２５ｃｍ ４５ｃｍ 

  ４ｍ～５ｍ ３０ｃｍ ５０ｃｍ 

  ５ｍ以上 ３０ｃｍ 
５０ｃｍに擁壁の高さ５ｍを１ｍ以下を増

すごとに１０ｃｍを加える 

 

（４）擁壁が長く続く場合は、約１５ｍ以内毎に区切り、伸縮目地を設けること。地盤の状況上擁壁の

高さ等を異にする場合も同様とすること。 

（５）擁壁の高さが５ｍを超える場合は、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造とすること。た

だし、逆Ｔ擁壁が６ｍを超える場合は、控え壁式擁壁とすること。 

（６）高さが２ｍをこえる擁壁は、建築基準法第 88 条第１項において準用する同法第６条第１項及び

第７条第１項の規定による確認及び検査を受けること。ただし、都市計画法第 29条第１項の規定によ

る許可を受けなければならない擁壁については、この限りでない。 

 

■第二 排水施設 

１．排水計画 

（１）排水計画は、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案したうえ、河川等の管理者と協議を行い、

自己の負担により排水施設を整備するものとする。 

（２）接続することとなる水路及び河川に利水、漁業等の権利がある場合、それぞれの権利者又は関係

者と協議するものとする。 

（３）流域の変更は原則として認めない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合はこれを変更す

ることができる。この場合、変更に伴って流末河川及び排水路の改修を必要とするときは、事業者の負

担においてこれを行うものとする。 

（４）開発区域内の地形その他の状況により、降雨時において下流に被害を与える恐れがある場合は、

当該区域内に調整施設を設け、流水緩和の措置を講じ、事業者の責任において管理しなければならない。

なお、工事完了後も存置を必要とする施設の帰属及び管理については、河川等の管理者と協議のうえ決

定するものとする。 

（５）排水施設の放流先は、河川その他公共の用に供している排水施設に接続するものとする。 

（６）放流の排水能力、整備の状況からみて、当該施設の管理者が適切でないと認める場合は、放流接

続位置の変更又は下流域への被害防除に必要な施設の整備を図るものとする。 

（７）放流先の能力、周辺の状況により、当該施設の管理者が必要であると認めた場合は、指示する貯

溜施設、揚水施設等を適切な位置に設置するものとする。 

（８）各務原市総合計画における流域治水(気候変動の影響による水災害の激甚・頻発化を踏まえ、流域

に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方)の施策に基づき、雨水の流出量軽減対策

を講じるよう努めること。(例：雨水浸透桝等の貯留量増加、透水性舗装の施工、表面排水の雨水が緑地

に流入・浸透するよう舗装面とフラットにする 等) 
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２．排水施設等の構造 

（１）設計 

排水施設等を設置するにあたっては、この基準に定めるもののほか河川法等に準拠するものとする。

なお、1ha 以上の開発事業にあっては、各務原市宅地開発指導要領の技術基準によること。また、0.3ha

以上 1.0ha 未満の開発事業にあっては、開発区域から放流される計画雨水量が既存排水路等の排水能

力を超える場合は、開発後の計画雨水量を既存排水路等の許容放流量まで調整するために必要な洪水調

整容量を有する調整池等を設置すること。ただし、比流量、計画雨水量、許容放流量及び洪水調整容量

の算定に当っては各務原市宅地開発指導要領の算定式によること。 

また、河川等の管理者と協議し、河川その他公共の用に供している排水施設を改修することができる。 

開発区域が境川流域内に位置する場合は、境川総合治水対策における流出抑制対策の検討を要するた

め、河川管理者と協議すること。 

（２）計画雨水量 

ア．計画雨水量は、開発事業区域の規模、地形等に応じ適宜算定するが、一般的には、次式によるもの

とする。ただし、開発区域の面積が１ha 未満の場合は、Ｉ＝142mm／hrとしてよい。 
      1 
  Ｑ＝ ―― ・Ｃ・Ｉ・Ａ 
      360  

 Ｑ：計画雨水量（ｍ3／sec） 

 Ｃ：流出係数 0.6～1.0 を基準とする。 

 Ｉ：洪水到達時間内の降雨強度（mm／hr） 

Ａ：集水面積（ha） 

 

イ．降雨強度は、既往の観測資料によるものとするが、既往の観測資料のない場合は、次式によるもの

とする。なお、計算数値は、（表２・表３）を参照のこと。 
          ａ 
  Ｉ＝――――  
        ｔn＋ｂ   

 Ｉ：降雨強度（mm／hr） 

ｔ：降雨継続時間（min） 

 

▼（表２）                   ▼（表３）   単位：（mm／hr） 

確率年 ｎ ａ ｂ 

１０ ０．７０ １，４１０ ４．９０ 

３０ ０．７５ ２，２８９ ６．９０ 

１００ ０．７５ ２，７３０ ６．２０ 

 

ウ．確率年の適用は次の値を標準とする。 

▼（表４） 

種  別      確率年 

排 水 施 設       １０年 

洪水調節容量 ３０年 

余水吐能力       １００年 

 

エ．到達時間は次の値を標準とする。  

▼（表５） 

流域面積 到達時間（ｔ） 

５０ｈａ未満 １０分 

１００ｈａ未満 ２０分 

５００ｈａ未満 ３０分 

確率年＼到達時間 １０分 ２０分 ３０分 

１０ １４２ １０８ ９０ 

３０ １８３ １４０ １１６ 

１００ ２３１ １７４ １４４ 
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 ただし、流域形状等により（表５）を適用することが不適当と判断される場合は、適宜算定するもの

とする。 

オ．流出係数は（表６）による数値を標準として開発区域の規模・地形・地質等を考慮のうえ適正な値

が用いられていること。 

▼（表６） 

地表の状態 平坦な農地 優良な林地 
普通林地 

択伐地 

皆 伐 地 

優良な草地 

裸 地 

荒廃地 

係 数 ０．６ ０．７ ０．８ ０．９ １．０ 

 

（３）流量の算定 

 流量の計算は、次の式のいずれかによること。 

 ア．マニング式 

  Ｑ＝Ａ・Ｖ 
     １ 
  Ｖ＝ ― ・Ｒ2/3・Ｉ1/2 
     ｎ  

 イ．クッター式 

  Ｑ＝Ａ・Ｖ  
             1   0.00155 
        23＋―― ＋――――― 
            ｎ    Ｉ          
  Ｖ＝――――――――――――――――――・（ＲＩ）1/2 
           0.00155    ｎ 
     １＋（23＋――――― ）・――  
            Ｉ      Ｒ1/2 

  Ｑ：流量（ｍ3／sec）     Ａ：流水の断面積（ｍ2）    Ｖ：流速（ｍ／sec） 

  Ｒ：径深＝Ａ／Ｐ（ｍ）   Ｐ：流水の潤辺長（ｍ）     ｎ：粗度係数 

  Ｉ：勾配（少数又は分数） 

ウ．洪水時において土砂流入による流速減が考えられる場合は、その流速減を考慮のうえ流過断面等を

設計するものであること。 

エ．粗度係数は、（表７）によること。 

 

▼（表７） 

河川及び水路の状況 ｎの範囲 ｎの基準値 

一般河川 ０．０３０～０．０３５ ０．０３５ 

急流河川及び川幅が広水深が浅河川 ０．０４０～０．０５０ ０．０４５ 

三面張水路  ０．０２５ 

コンクリート人口水路 ０．０１４～０．０２０ ０．０２０ 

コンクリート管及びＵ字溝 

（コンクリート二次製品） 
 ０．０１３ 

Ｕ型水路（現場打ちコンクリート）  ０．０１５ 

組立水路 ０．０２５～０．０３３ ０．０３０ 

両岸石張小水路（泥土床）  ０．０２５ 

塩化ビニル管  ０．０１０ 

 

（４）排水路の断面積は、円形管の場合は満流、その他の断面形状の場合は、８割水深で有効断面を 

算定すること。 

（５）山林・農地等を集水区域に含み、土砂等が混入するおそれのある流路にあっては、流量計算に 

（表８）の安全率を適用すること。 
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▼（表８） 

 Ｖ＝５ｍ／sec 未満 Ｖ＝５ｍ／sec 以上 

開水路 １．５以上 Ｖ＝５．０ｍ／sec として計算し２とする。 

暗きょ ２以上 Ｖ＝５．０ｍ／sec として計算し２以上とする。 

 

（６）ます等の位置  

ア．排水路等の末端及び中間接続位置にはます等(図 6)を設置するものとする。 

イ．管渠排水施設には次の各号に基づいてマンホール等を設置するものとする。 

 （ア）マンホール等は管渠の終点、管渠の方向、勾配又は管径の変化する個所及び管渠が合流、接続

する個所に設置すること。 

 （イ）マンホール等は直線部においては管径の１２０倍以下の範囲内の間隔で設置する。 

 （ウ）マンホールの構造形状大きさについて接続管渠の大きさに適合したものであること。 

 （エ）マンホールの底部構造 

  ａ 雨水管渠の場合は深さ１５㎝以上のどろだめを設けること。 

 （オ）マンホールの蓋は、ダクタイル鋳鉄製（各務原市型：市章入）とする。 

（７）吐き口及び排水施設等の断面 

 吐き口の位置及び構造・排水施設等の断面は、放流先の排水施設等の管理者の指示を受けて定めるも

のとする。 

（８）管渠の埋設の深さおよび位置 

ア．管渠及び地下埋設物の埋設の深さはその頂部と路面との距離（土被）を１．２ｍ以上とするものと

する。 

イ．管渠及び地下埋設物の埋設位置については、関係管理者と協議して定めること。 

（９）調整池の規模および構造 

ア．洪水調節容量は、土地開発事業施行後における年超過率１／30 で求めた洪水のピーク流量の値を

調整池下流の流過能力の値に合せて調節すること。 

調整池の洪水調節量は、１／30 年確率降雨強度曲線を用いて求める次式Ｖの値を最大となるような

容量をもってその必要調節容量とする。 
         rc                  １ 

  Ｖ ＝（ri－ ―― ）ti・Ａ・ｆ・――― ＝ Frc・Ａ・ｆ  
         ２         360 

 Ｖ：必要調節容量（ｍ3）  

 ｆ：土地開発事業施行後の流出係数（表６）参照  

 Ａ：集水面積（ha）  

rc：調整池下流の流過能力の値に対応する降雨強度（mm／hr）（表９）参照  
               360 
  rc：Ｑ’・――――   
             ｆ・Ａ  

  Q’：調整池下流の代表地点における流過能力（ｍ3／sec）  

  ｆ ：土地開発事業施行後の流出係数（表６）参照  

  Ａ ：集水面積（ha）  

  ri ：任意の継続時間に対応する１／30年確率降雨強度（mm／hr）  

ti ：任意の継続時間（sec） 

イ．調整池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とすること。  

ウ．設計堆積土砂量は、各務原市宅地開発指導要領の技術基準によること。  

エ．調整池設置後は、管理者を明確にして維持管理に努めること。  

オ．調整池には、砂溜を設けるものとし、外周壁は堅固な擁壁等で覆うこと。  

カ．下流に必要と認める場合は、副堰堤を設けること。  

キ．渓谷等を横断して築造する堰堤は、コンクリート造りとし、適切な高さに放流口および余水吐を設

けること。  
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ク．調整池の天端高は、有効貯水面より０．６ｍ以上の余裕高をとること。 

 放流口、余水吐、落差の水しょう部等は、特に堅固な構造とすること。 

ケ．調整孔の穴の大きさは、次式によること。 

  Ｑ＝Ｃ・Ａ・（２gh）1/2  

 Ｑ：下流への可能放流量（ｍ3／sec）  

 Ａ：放流孔断面積（ｍ2）  

 Ｃ：流量係数  ベルマウス付含み口      0.85～0.95   標準値 0.9  

         含み口部分を板で覆ったもの  0.7 ～0.9    標準値 0.8  

         箱抜き型           0.6 ～0.8     標準値 0.7  

 ｈ：放流孔断面中心を基準面とした水頭差 ｍ  

ｇ：重力加速度 （9.8ｍ／sec2） 

コ．調整孔の穴は、ゴミ等により閉塞しないようスクリーン等を設置すること。 

（10）沈砂池の規模および構造 

ア．沈砂池を設ける場合は、土砂流出量に対応する規模および構造で定めるものとする。 

イ．沈砂池の構造は、調整池に準ずるものとする。ただし、工事施行期間内のみ防災上設置するものに

ついては、堤体前面、後面をフトン篭等で覆い、堰体は、栗石等を詰め、透水性のある構造とすること。 

ウ．市が適当と認めた場合は、調整池を兼用して沈砂調整池とすることができる。 

 なお、当該施設は、双方の要件を具備した相当規模で定めること。 

エ．沈砂池には、外周柵を設けること。 

  
(図６)宅内排水施設 標準構造図 

□下水道(雨水排水のみ) 

□浄化槽(雨水と浄化槽排水を合流排水)  

〈留意事項〉 

※1 U字溝は、自己居住用及び宅地分譲に限り、

雨水浸透桝に集水可能な宅盤レベルかつ桝蓋を

格子蓋とすれば、免除可とする 

※2 桝及び桝蓋は、車両等の乗り入れが見込ま

れる場合は、対応した耐荷重製品を使用すること 

※3 排水放流先は、道路側溝または排水路とす

る(用水路は原則不可)  
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▼（表９）洪水調節容量算定表（Frc） 

rc（mm） 1/30 rc（mm） 1/30 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１６８３ 

１５７２ 

１４８２ 

１４０７ 

１３４３ 

１２８７ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

５０３ 

４９７ 

４９１ 

４８６ 

４８０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１２３８ 

１１９３ 

１１５４ 

１１１８ 

１０８４ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

４７５ 

４７０ 

４６４ 

４５９ 

４５４ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

１０５４ 

１０２５ 

９９９ 

９７４ 

９５１ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

４４９ 

４４５ 

４４０ 

４３５ 

４３１ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

９３０ 

９０９ 

８８９ 

８７１ 

８５３ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

４２６ 

４２２ 

４１７ 

４１３ 

４０９ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

８３７ 

８２１ 

８０５ 

７９１ 

７７７ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

４０５ 

４０１ 

３９７ 

３９３ 

３８９ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

７６３ 

７５１ 

７３８ 

７２５ 

７１４ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

３８５ 

３８１ 

３７７ 

３７４ 

３７０ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

７０２ 

６９２ 

６８１ 

６７１ 

６６１ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

３６６ 

３６３ 

３５９ 

３５６ 

３５２ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

６５１ 

６４２ 

６３３ 

６２４ 

６１５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

３４９ 

３４６ 

３４３ 

３３９ 

３３６ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

６０７ 

５９９ 

５９１ 

５８３ 

５７６ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０４ 

１０５ 

３３３ 

３３０ 

３２７ 

３２４ 

３２１ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６８ 

５６１ 

５５４ 

５４７ 

５４０ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

３１８ 

３１５ 

３１２ 

３０９ 

３０７ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

５３４ 

５２７ 

５２１ 

５１５ 

５０９ 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

１１６ 

３０４ 

３０１ 

２９８ 

２９６ 

２９３ 

２９０ 

■第三 環境保全 

１．環境保全対策 

（１）樹林地の伐採は、最小限にとどめなければならない。 

（２）建物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周辺の自然環境に調和したものとする。 

（３）事業者は、開発区域が自然公園法第 10条および第 41条の規定による指定区域に位置する場合

は、市の指導を受け、開発区域の面積 10平方メートルにつき１本以上の樹木（成木）を植樹するもの



- 127 - 

とし、特に開発により生じた法面には、張芝等の植栽を施し、風致を損なわないようにするものとする。 

２．水質保全 

 事業者は、開発行為により生ずる汚濁水については、開発区域内に必要な施設を設け、浄化した後で

なければ開発区域外へ流出させてはならない。 

３．騒音等の防止 

 事業者は、開発行為により発生する騒音、振動、砂じん等については、付近住民の日常生活に迷惑を

及ぼさないよう発生防止に努めるものとする。 

４．農林水産対策 

 事業者は、開発行為によりかんがい用水に支障を及ぼし、また水質の汚染等により農林水産業に悪影

響を与えるおそれがある場合は、これらを未然に防止するために必要な施設を設置しなければならない。 

５．日照対策 

 事業者は、開発区域内に中高層建築物を建設する場合は、日照の妨げとならないよう措置しなければ

ならない。 

６．電波障害対策 

 事業者は、開発行為により発生するテレビ等の電波障害を未然に防止するため、あらかじめ放送機関

等と協議を行い、障害発生のおそれがある場合は、 必要な措置を講じなければならない。 

■第四 文化財 

１．指定・登録文化財の保存 

 開発区域及びその周辺地域に指定・登録文化財があり、かつ、開発内容が指定・登録文化財に影響を

及ぼす場合は、その保存について事前に市と協議し、市及び関係機関の指示に従うとともに必要な措置

を講じなければならない。 

２．埋蔵文化財の保存 

 開発区域及びその周辺地域に埋蔵文化財がある場合は、その保存について事前に市と協議し、文化財

保護法に基づく届出を提出しなければならない。なお、記録保存を目的とした発掘調査等を行う場合の

費用等については、事業者が負担するものとする。 

■第五 宅地区画 

１．設計 

 宅地区画の設計計画については、次の事項を考慮するものとする。 

ア．１戸建住宅の標準的な街区にあっては、長辺が概ね 80～120 メートル、短辺が 30～50 メート

ルとする。 

イ．集合住宅にあっては、隣棟間隔、駐車場、通路等を総合的に考慮し、一辺の長さは 250 メートル

以下とすること。 

ウ．画地形状は、ほぼ正方形に近いものとし、短辺に対する長辺の割合を１～1.5倍までとする。 

エ．１戸建住宅の一区画の面積は、160平方メートル以上として設計すること。ただし、市街化調整区

域は 200 平方メートル以上とすること。なお、尖形住宅はなるべく避け、地形上やむを得ず尖形住宅

とする場合は、有効宅地面積を 80％以上確保し、建物の配置に支障のないよう十分な広さを確保する

こと。 

オ．画地は、道路に３メートル以上接するものとし、かつ接する道路の中心高より高くする。 

カ．宅地と宅地又は宅地と道路の高低は、２メートル以下とする。 

キ．幹線道路及び区画道路との宅地は、一列配置とすること。 

ク．開発区域内の予定建築物の配置及び宅地区画の設計については、騒音公害対策を十分考慮すること。 

ケ．原則として街区の外周には、道路を配置するように計画すること。 
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■第六 道路の配置 

１．道路計画 

（１）道路計画 

ア．開発許可に係る道路は、法のたてまえからすべて公共団体に移管される公道とすべきである。公道

については、道路法に定める基準（道路構造令）が適用されることになるので、開発行為によって設置

される道路は、原則として道路構造令を準用する。（原則として公安委員会と協議する） 

イ．道路は、開発区域外の既存の道路の機能を阻害しないものとするとともに、開発区域内に従来から

地域住民の通行の用に供していた道路又は通路がある場合は、従来の慣行による地域住民の通行を確保

するための道路又は通路を整備すること。 

ウ．開発区域内に都市計画決定された道路若しくは予定される道路又は新設改良を要する一般道路があ

る場合は、その計画に適合するよう工事を施行するものとする。なお、市長が開発区域外への連絡道路

の整備を特に必要と認める場合は、事業者の負担において整備するものとする。 

（２）道路の配置 

ア．道路の配置の標準は、（表 10及び表 11）のとおりとする。 

イ．開発区域内に新たに設置される道路は、原則として袋地状道路としないこと。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合はこの限りでない。この場合、当該道路は原則として開発区域の境界に達する

まで設けること。ただし、住宅用途の場合で、隣接地に開発行為の余地や接する道路がなく、道路管理

者協議において、避難上及び車両の通行上支障がないと判断された場合はこの限りではない。(行き止ま

り道路も可) 

（ア）道路の終端が開発区域の境界に接続し、転回広場が（図 7・図 8）のように境界に接して設けら

れているとき。 

  ただし、この道路の延長が 55 メートル以内のときは転回広場を設けないことができる。 

（イ）道路の終端が開発区域の境界に接続し、転回広場が（図 9）のように境界に接しなくて設けられ

ているとき。 

ウ．袋地状道路の場合は、進入口に行き止り看板（図 10）または路面標示を設置すること。看板の設

置位置は、道路地表面から１．８ｍ以上の高さとすること。 

エ．袋地状道路の終端部には、原則としてガードレール等を設置すること。また、袋地に限らず、ガー

ドレール等の道路付属施設（鋼製構造物）の材質に関しては、溶融亜鉛メッキ（HDZ55）を標準とす

る。なお、色彩に配慮する必要がある場合は、溶融亜鉛メッキに指定色の静電粉体塗装仕上げにするこ

と。 

オ．開発区域内に新たに設置される道路と既設道路の交差点にはカーブミラーを設置するなど、必要な

安全対策を行うこと。 
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（注）転回広場のみに敷地が接している場合は、接道しているものとは認めないものとする。 

 

（図 10）標識「この先 行き止まり」標準参考図 
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▼（表 10） 

道路種別 
幅 員 

備 考 
住宅地 その他 

幹線道路 １２ｍ～１８ｍ 

１４ｍ以上は中央分離帯（０．５ｍ以

上、施設を設置する場合は１ｍ以上）を

設けること。 

補助（区画）

幹線道路 
９ｍ～１２ｍ 

９ｍ以上は歩車道が分離されているこ

と。 

区画道路 ６ｍ ６～９ｍ 
小区間で通行に支障がない場合は４ｍ

とすることができる。 

なお、開発区域内に河川、排水路、鉄道、自動車専用道路等がある場合は、その都度指示により、側

道又は管理道路を設けるものとする。 

 

▼（表 11） 

開発規模 ２０ha 未満 ２０ha 以上 

予定建築物／幅員 幅員 幅員 

戸建住宅及び連続住宅 ６ｍ～１２ｍ ６ｍ～１８ｍ 

集合住宅 ６ｍ～１２ｍ ６ｍ～１８ｍ 

工場等 ６ｍ～１８ｍ １２ｍ～１８ｍ 

注１．小区間で通行上支障がない区画道路は、市と協議のうえ決定することができる。 

注２．開発区域内に都市計画道路がある場合は、その都度定める。 

 

（３）開発区域外との接続道路  

 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９メートル（主として住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為にあっては６．５メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得な

いと認められるときは、車両の通行に支障がない道路（原則として４メートル以上の幅員）)に接続して

いること。なお、詳細については、各務原市宅地開発指導要領による都市計画法施行令第 25 条第 2 号

及び第 4 号の運用指針に準ずる。 

 

（４）既存の道路からの後退  

 開発行為許可申請が必要な場合は、既存道路の中心線からの水平距離３メートル以上を後退し、側溝

等を付け替えること。ただし、当該道路の対面に中心線から水平距離３メートルの拡幅の余地がない場

合は、道路拡幅可能線から６メートルを後退した線までを開発に伴う道路とし、側溝等を付け替えるこ

と。なお、詳細については、各務原市宅地開発指導要領による都市計画法施行令第 25条第 2 号及び第

4 号の運用指針に準ずる。 

 

（５）歩道の設置  

ア．開発区域内の道路並びに接続道路で幅員９メートル以上にあっては、歩道を設置するものとする。 

注１．幹線道路および地区幹線道路の歩道は宅地の出入口を切り下げてはならない。 

  ただし、車庫等車の乗入れが明確になっている場合は、この限りでない。 

注２．車庫等、車の乗入口の切下げ幅は、１宅地当り５．４メートルまでとする。 

 

（６）安全施設等の設置 

 開発区域外の道路が次の各号に該当する場合は、交通安全施設（道路構造令第 31 条による「交通安

全施設」）及び防護施設（道路構造令第 33条による「防護施設」）を設置すること。 

ア．道路ががけ面又は河川、鉄道等に接している個所。 

イ．道路が屈曲している個所。 
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ウ．歩行者、通行車両及び住民の安全のため必要とする個所。 

エ．道路幅員１８メートル以上には、立体横断歩道施設を設置すること。 

 

（７）側溝等の設置 

 道路には、側溝、集水ます、その他必要な排水施設を設け、側溝はすべて２５ｔ荷重の甲蓋を伏設す

ること。また、乗り入れ箇所は横断用側溝を設置すること。なお、２次製品を使用する場合はＪＩＳ規

格と同等品以上にすること。 

 側溝延長が、１０メートル以上になる場合は、１０メートルおきにグレーチングを入れることとし、

排水施設は、土木構造物標準設計（全日本建設技術協会編）により設計されるものであること。 

ア. 断面は、最小内径又は最小内法幅 300以上とすること。 

イ. 排水勾配は、0.3％～10％とすること。 

  ただし、上記ア、イについて、道路管理者と協議の上やむを得ないと認められる場合はこの限りでな

い。 

 

２．道路の構造 

（１）設計 

 道路の設計は、この基準に定めるもののほか、道路構造令等に準ずるものとする。 

（２）道路の幅員構成 

ア．道路の幅員は、設置する道路の車道、中央帯、停車帯、路肩、歩道等の区分により構成するものと

する。  

イ．幅員の決定は、幅員構成要素の規定値によるものとする。 

（３）平面線形 

ア．道路が屈折する個所には、設計速度に応じて曲線半径を設けて通行を滑らかにする。 

イ．曲線には、適切な長さの直線区間を設けること。 

（４）縦断線形 

ア．道路の縦断勾配は交通災害を防止するため６％以下とするが、地形等によりやむを得ないと認めら

れ、かつ交通安全上、支障がない場合は、小区間に限り１２％以下まで緩和することができる。 

イ．道路の縦断勾配の変化点には、所要の縦断曲線を設けること。 

ウ．平面線形が小半径の区間では、縦断勾配を変化させてはならない。 

エ．道路の縦断線形は、小区間で２以上の勾配変化をさせてはならない。 

オ．道路は、原則として階段状にしてはならない。ただし、歩行者専用道路で通行上支障がない場合は

この限りでない。 

カ．前項の階段の設置基準は、階段の踏面幅０．３メートル以上、蹴上げ高０．１５メートル以下とし、

全高３メートルごとに１．５メートル以上の踏幅の水平部分を設けるとともに、手すり等を設け歩行者

の安全を図ること。 

（５）交差  

ア．道路の交差個所は、道路の区分に応じて適切な間隔をとること。 

イ．道路の平面交差は、直角又は直角に近い角度とすること。 

ウ．道路の平面交差には、道路の幅員に応じ（表 12）に掲げる長さを一辺として、その隅切りをする

ものとする。(開発区域に接する道路を含む) 

エ．交差することとなる道路の脚数は４以下とし、相対する道路がくい違いを生じてはならない。 

オ．接続道路と接続先道路の取付部には、接続先道路の交通量、幅員、地形の状況等勘案して適切な長

さの屈折車線（滞留車線）を設けるものとする。その幅員は、３メートル以上とし、長さは３０メート

ル以上とすること。 

オ．幅員１８メートル以上の道路と道路の交差は、原則として立体交差にするものとする。 
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▼（表 12） 
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▼隅切詳細図 

 

（６）横断勾配 

ア．道路の横断勾配は（表 13）に掲げる数値を標準とする。ただし、片勾配を付す場合は、この限りでない。 

▼ （表 13） 

路面の種類  勾配及び形状 

アスファルト・コンクリート舗装またはセメント・コンクリート舗装 １．５～２．０％直線 

歩行者、自転車専用道 ２．０％直線 

歩道 ２．０％直線 

道路 
幅員 

40ｍ 30ｍ 20ｍ 15ｍ 12ｍ ９ｍ ６ｍ ４ｍ 

 

40ｍ 
12 10 10 8 6(5)    
15 12 12 10 8(6) 
8 8 8 6 5(4) 

 

30ｍ 
 10 10 8 6(5) 5   

12 12 10 8(6) 6 
8 8 6 5(4) 4 

 

20ｍ 
  10 8 6(5) 5 5(4)  

12 10 8(6) 6 6(5) 
8 6 5(4) 4 4(3) 

 

15ｍ 
   8 6(5) 5 5(4)  

10 8(6) 6 6(5) 
6 5(4) 4 4(3) 

 

12ｍ 
    6(5) 5 5(4)  

8(6) 6 6(5) 
5(4) 4 4(3) 

 

９ｍ 
     5 5(4) 3 

6 6(5) 4 
4 4(3) 2 

 

６ｍ 
      5(3) 3 

6(5) 4 
4(3) 2 

 

４ｍ 
       3 

4 
2 

 

(注1) 上段交叉角 90度前後 

中段  〃  60 度以下 

下段  〃   120度以下 

(注2) 都市計画法第32条協議により、市町村

が認める場合においては（）書きを限

度として緩和することができる。 
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イ．道路の曲線部には、原則としてその曲線半径に応じた片勾配を付するものとする。 

 

（７）道路の区域 

 道路の区域（道路敷）は、次図のとおりとする。 

▼（ａ）Ｕ字側溝の場合 

 

▼（ｂ）防護柵を設ける場合  

 

▼（ｃ）歩道等を設ける場合 

（８）舗装の構造 

ア．道路の路面舗装は、アスファルト・コンクリート舗装を原則とし、舗装構成は道路管理者と協議の

上決定すること。 
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（９）橋梁 

ア．橋梁は、原則として一等橋（Ｔ＝25）とする。 

イ．危険防止のため両側に格子及び高さのある高欄を設置すること。 

ウ．架橋位置、橋脚形状等は、河川管理者と協議して定めること。 

（10）待避所 

 待避所を設置する場合は、次の各号により定めるものとする。 

ア．待避所相互間の道路の大部分が見通しできる位置に設置すること。 

イ．待避所相互の距離は、３００メートルを標準とする。 

ウ．待避所の長さは原則として、２０メートル以上とし、その区間の車道幅員は３メートル拡幅するこ

と。 

（11）道路の構造物  

 道路を築造する場合は、コンクリート、鉄筋コンクリート、練石積等の永久構造物で擁護し、その構

造物は道路用地内に設置するものとする。 

（12）道路の照明等 

ア．自動車の走行及び歩行者の安全並びに防犯上必要とする個所には、道路の照明施設を設置するもの

とする。 

イ．道路照明施設の設置は、道路照明基準によるものとする。 

（13）道路標識等 

 道路に区画線及び道路標識を設置する場合は、公安委員会と協議すること。 

（14）道路の占用物件 

 道路に占用物件を設ける場合は、関係管理者の指示をうけること。 

（15）既設電柱の移設 

 開発区域沿いの既設電柱で官地にあるものは事業者負担にて民地へ移設すること。なお、新設する電

柱は民地に設置すること。 

 

■第七 バス運行 

 市は、住宅計画戸数が原則として 300 戸以上の開発事業でバス運行の確保を必要と認める場合は、

事業者及びバス事業者と協議のうえ施設等を事業者に提供させるものとする。 

 

■第八 公園等  

１．公園等の計画 

（１）事業者は、開発区域の面積が０．３ヘクタール以上である場合は、開発区域内に公園、緑地（以

下「公園等」という。）を開発区域面積の３パーセント以上確保し、整備しなければならない。 

（２）事業者は、公園等の配置、施設等について、市と協議のうえ決定しなければならない。 

（３）事業者は、開発区域内に都市計画法第 11条の規定により決定された公園がある場合、その計画

に適合するよう工事を施行しなければならない。 

２．削除 

 （表 14） 削除 

３．公園の立地条件 

（１）公園等は、原則として公道に接するよう計画するものとする。 

（２）公園等は、低湿地、急斜面、急法面等の未利用地、高圧送電線下、その他利用に障害及び危険と

なる場所は避けるものとする。 

４．敷地の形状及び境界 

（１）公園等の敷地の形状は、おおむね正方形又は長方形で遊戯施設が有効に配置できるものとするこ

と。 

（２）公園等の敷地の境界は、境界標にて区域を明確にすること。 

５．公園の排水施設  

（１）公園の排水施設は、地形等を勘案し雨水を有効に排水できるようにすること。 

（２）公園の表層は、雨水を排水しやすい砂舗装や防塵効果のある芝生舗装等とし、市と事前に協議し

て決定すること。 

６．公園の種別と施設の設置 
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公園の種別に応じて、（表 15）に掲げる主な施設のうち、市の指定する施設を設けるものとする。 

ただし、（表 15）以外の規模による公園の種別の場合は、施設について市と別途協議をすること。 

 

▼（表 15） 

公園の種別 主 な 施 設 

小規模な街区公園 スプリング遊具、ベンチ、車止め等 

街区公園 
砂場、ブランコ、スベリ台、鉄棒、スプリング遊具、複合遊具、公園照明灯、水飲場、

休憩所、ベンチ、車止め等 

近隣公園 
東屋、ベンチ、樹林地、噴水広場、花だん、築山、便所、水飲場、公園照明、時計灯、

集会施設、野外ステージ、芝生広場、遊具等。 

緑 地 休憩、観賞、散歩等に必要な休養施設、修景施設観賞用樹木、植栽等。 

 

７．公園等の設置の緩和 

（１）予定建築物の用途が住宅である場合 

開発区域の面積が１ヘクタール未満の場合で、開発区域の周辺に公園が存在し、開発区域から公園まで

の直線距離が概ね 150 メートル以内で、居住者が支障なく公園を利用できる場合は、公園、緑地等の

設置を緩和できる。ただし、市町村の公園整備計画上支障がない場合に限る。 

（２）予定建築物の用途が住宅以外である場合 

開発区域の面積が５ヘクタール未満で、予定建築物等の用途が工場、倉庫、店舗等で敷地が一である場

合は公園、緑地等の設置を緩和できる。ただし、不特定多数の人が集まる施設は、必要性の有無を検討

すること。
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■第九 緑地等 

１．緑地等の計画 

 事業区域内には、緑化面積率 1／10以上、接道緑化率５／10 以上の植栽用地を確保し、植栽を行う

こと。ただし、当該建築物の構造又は敷地の形状等により、この基準によることができない正当な理由

があると市長が認めたときは、この限りでない。また、事業区域が、各務原市地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例（以下、

「地域未来投資促進条例」とする）及び各務原市総合特別区域法第２３条１項の規定に基づく準則を定

める条例に適用した区域内に位置する場合は、この限りではない。 

  

－－ 備 考 －－ 

ア． 緑化面積率とは、敷地面積に対する緑化面積の割合をいう。 

イ． 接道緑化率とは、敷地接道延長に対する接道緑化延長の割合をいう。 

ウ． 土地の形質変更を行うときは、できる限り表土を保存し、復元利用すること。 

エ． 土地の形質変更により生じた法面は、できる限り植栽を行うこと。 

オ． 建物壁面及び擁壁等の構造物は、つた等で緑化すること。 

 

２．前項の規定による緑化は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

＜緑化の基準＞ 

ア． 樹木等の植栽は、将来において高木（植栽時の樹高３メートル以上かつ成長時の樹高５メートル以

上の樹木）、中木（植栽時の樹高１．５メートル以上かつ成長時の樹高３メートル以上の樹木）、低木（植

栽時の樹高１．５メートル未満かつ成長時の樹高３メートル未満の樹木）及び生け垣（高さ１メートル

以上１．５メートル未満の樹木を１メートル当たり３本以上植栽し、延長３メートル以上となるもの）

等が一体となって良好な環境を形成するような計画とすること。 

イ． 接道部分は、特に緑視効果の高い配置計画とすること。 

ウ． 緑化面積算定部分には土壌改良を施すこと。ただし、表土等良質な土壌を利用したときは、この限

りでない。 

 

＜緑化面積、接道部緑化延長の算定方法＞ 

 （表 1７）に掲げる基準により緑化面積、接道部緑化延長の算定方法とする。 

▼（表 1７） 

 緑化面積の算定方法 接道部緑化延長の算定方法 

独立している樹木 樹冠の投影面積 

樹木の枝張りの長さ。この場合において、枝

張りの長さは、高木 2.5ｍ、中木 1.5ｍ、低

木 0.45ｍとして算定し、これを上回るとき

には、実延長で算定する。 

複数の樹木の樹冠が接している

場合、又は一団の樹林地となっ

ている場合 

外側に植栽された各樹冠を直線によって結

んだ線によって囲まれた面積。ただし、上

記の面積が緑化のために土地利用上区画さ

れた土地の面積。 

樹冠の投影延長 

いけがき 

いけがきの巾に長さを乗じた土地の面積。

この場合において、いけがきの巾は、0.4ｍ

として算定することができる。 

いけがきの延長 

地被植物 表面を被覆した面積 表面を被覆した延長 

壁面緑化 － 壁面の延長 

 



- 137 - 

■第十 景観  

１．建築物の高さの最高限度 

予定建築物の高さ※１は各務原市景観計画（平成１８年１０月１日施行）で規定する最高限度以下にす

ること。 

- - 備考 - - 

ア．高さの最高限度の対象は建築物のみであるが、工作物についても当該開発地に適用される最高限度

値以下とするよう配慮すること。 

イ．計画施行以前から存する建築物であって、高さの最高限度値を超えているものの建替えは、当該限

度値に適合させるよう配慮すること。 

ただし同一用途での建替えの場合は、当該地の限度値に関わらず、既存建築物の高さまで又は同階数ま

での建替えを認める。 

ウ．他法令により高さの最高限度が定められている場合で、景観計画で定める最高限度よりも数値が小

さい場合は、対象法令による最高限度を遵守すること。 

※１： 算出は建築基準法施行令第２条第１項第６号の規定に準ずる 

２．大規模な行為 

大規模な行為（表１８)に掲げる規模を超過する場合は、各務原市景観計画で規定する景観形成基準

に適合させること。 

景観形成基準のうち形態意匠（色彩）に関わる部分については、別途技術的細目を規定した各務原市

色彩ガイドラインの基準に適合させること。 

３．景観地区 ／ 重点風景地区 

景観地区（景観法第 61条）や重点風景地区（各務原市都市景観条例第 15条）内における行為は、各

務原市景観計画で規定する基準（色彩ガイドライン含む）を遵守するのみならず、地区固有の基準も遵

守すること。 

▼（表１８） 

１．建築物の新築・増築・改築・移転  

高さ20ｍ以下のもので、地上の階数が6以下で、かつ、延べ面積が1,000㎡以下※①のもの 

２．１ に規定する規模を超える建築物の増築（増築後において１ に規定する規模を超えるものを含む。） 

行為に係る部分の延べ面積が500㎡以下※②のもの 

３．１ に規定する規模を超える建築物の外観を変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更  

変更に係る部分の面積の合計が500㎡以下のもの 

４．工作物の新設・増築・改築・移転  

高さ20ｍ以下※③のもので、かつ、築造面積が1,000㎡以下のもの ［下記に該当するもののみ］ 

・建築基準法施行令第138条第1項第1号、2号、4号、第2項各号、第3項第1号及び第3号から第6号に掲げるもの 

・建築基準法施行令第138条第1項第3号に掲げるもののうち装飾塔、記念塔、その他類するもの 

・各務原市都市景観条例第2条第2号イ、エに掲げるもの 

高さ4ｍ以下のもの ［下記に該当するもののみ］ 

・建築基準法施行令第138条第1項第5号に掲げるもの 

・各務原市都市景観条例第2条第2号ウに掲げるもの 

高さ20ｍ以下※③のもの ［下記に該当するもののみ］ 

・建築基準法施行令第138条第3項第2号に掲げるもの 

・各務原市都市景観条例第2条第2号アのかっこ書きに掲げるもの 

５．４ に規定する規模を超える工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更  

変更に係る部分の面積の合計が500㎡以下のもの 

６．景観法 第16条第1項第3号に規定する行為  

７．各務原市都市景観条例 第17条第1号に規定する行為  

行為に係る面積が3,000㎡以下で、かつ、高さが3ｍを超え、かつ、長さが30ｍを超える法面、擁壁を生じないもの 

８．各務原市都市景観条例 第17条第2号に規定する行為  

行為に係る面積が3,000㎡以下のもの 

９．各務原市都市景観条例 第17条第3号に規定する行為  

高さ3ｍ以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が500㎡以下のもの 

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の区域内で行われるもの 

60日を超えて継続しないもの 

10．各務原市屋外広告物条例第8条の許可の基準に適合する表示又は掲出する物件の設置  

11．道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されない場所における行為  
 

※ ① 土地利用目的、利用形態及び物理的形状が一体と認められる場合において、2以上の建築物が建築されるときは、延べ面積の合計が

1,000㎡を超えるものを除く。 

※ ② 新築又は増築から1年以内の増築で、増築後の建築物の規模が １に規定する規模を超えるものを除く。 

※ ③ 建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20ｍを超えるものを除く。 
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■第十一 消防 

１．消防水利の設置 

（１）開発区域には消防水利の基準（昭和 39 年消防庁告示第７号）に適合した消防水利を開発区域内

のあらゆる部分から（表 1９）に掲げる距離以内となるように配置するものとし、消火栓と防火水槽の

設置割合については、市と協議すること。 

（２）消防水利を設置する場合は、消防ポンプ自動車が容易に部署し、車載吸管で円滑に給水を行うこ

とができる位置に設置するものとする。 

▼（表 1９） 

用 途 地 域        配 置 基 準       

近隣商業地域        

商 業 地 域 

工 業 地 域 

工業専用地域        

100 メートル以下 

上記以外の用途地域及び用途地域の定めのない地域 120 メートル以下 

（３）住宅に供する目的で行う開発事業以外の消防水利の設置については、市と協議し決定することが

できる。 

２．消火栓 

（１）消火栓は呼称 65mmの口径を有するもので直径 100mm以上の管に取り付けられていること。

ただし、管網の一辺が 180ｍ以下になるよう配管されている場合は 75mm 以上とすることができる。 

（２）消火栓は、原則として地下式とする。 

（３）地下式消火栓については、補修弁を設けたものを設置し、蓋は黄色に塗装すること。 

３．防火水槽 

 防火水槽は地下式又は半地下式とし、市消防本部で定める標準仕様（自治省消防防災施設整備費補助

金交付要綱）に適合するものであるほか、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。ただ

し、消防長がやむを得ない理由があると認める場合に限り、地上式とし構造等を協議することができる。 

（１）鉄筋コンクリート造りで漏水防止が完全にしてあること。 

（２）吸管投入口の真下には深さ 0.5ｍ以上の溜状のストレーナー入れを設け、その広さは一辺が１ｍ

以上又は直径が１ｍ以上であること。 

（３）口径 40mm以上の補水装置が付いていること。 

（４）半地下式の防火水槽の地表面の高さは、0.5ｍ以下で危険防止のため防護網及び防護柵（高さ２

ｍ以上）を設け、管理用の出入口並びに吸管投入口を設けること。 

（５）地下式の防火水槽の蓋は厚さ 0.3ｍ以上の鉄筋コンクリート造りで、吸管投入口蓋は鋳鉄製か、

又は厚さ 0.1ｍ以上の鉄筋コンクリート造りであること。 

４．水利標識 

消防水利は、原則として次に示す標識を概ね５ｍ以内の視認しやすい位置に設置すること。ただし、

土地利用計画上、概ね５ｍ以内に設置が困難な場合は、消防水利への方角及び距離を示した補助標識板

を設けること。 
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▼消防用水利標識図（参考例） 

  

GL 

東へ１０ｍ 

2000 以上 

600 以上 

FIRE HYDRANT 

600 

色彩：文字及び縁を白色、地を赤色 

FIRE CISTERN 

600 

色彩：文字及び縁を白色、地を赤色 

600 

、 

内側の地を青色 

※補助標識 

色 彩 ： 文 字 黒 色 、 地 を 白 色 

東へ１０ｍ 

400 
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５．防火水槽設置に係る検査等 

（１）防火水槽を設置する場合、工事着工の７日前までに市消防本部に報告すること。 

（２）防火水槽を設置したときは、速やかに市消防本部の完成検査を受けること。この場合において、

必要に応じて設置工事中に市消防本部の中間検査を受けること。 

６．プール等 

 プール等を設置する場合で、当該プール等を消防水利として使用する場合は、位置、構造、設備等に

ついて市消防本部と協議すること。 

7．中高層建築物 

（１）建築物への消防用緊急進入路 

 建築物の周囲には次のとおり、はしご車の地盤を確保し、建築物の各棟ごとに、はしご車の稼働路を

設け、はしご車伸張の障害となる、樹木電柱等を建植しないものとする。 

ア．消防用緊急進入路（以下「進入路」という。）の幅員は６メートル以上とし消防車が進入するに支障

がないものとすること。 

イ．進入路の車路は縦断勾配が 10％以下であり、その表面はすべりにくい構造であること。 

ウ．進入路の構造は、セメントコンクリート又はアスファルトコンクリートとし消防はしご車が走行す

るのに十分な地盤支持力を有していること。 

（２）消防活動用空地 

ア．消防活動用空地は幅６メートル以上、長さ 12 メートル以上とすること。この範囲に側溝等は含め

ないこと。 

イ．消防活動用空地は、原則として建物外壁面に添って間隔４０メートル以内ごとに１個所設けること。 

ウ．消防活動用空地の中心と建築物の離隔距離は、５メートル以上１５メートル未満（建築物の高さが

３０メートル以上の場合は１０メートル以上１５メートル未満）とし、別図の「消防はしご車の活動可

能範囲図」により有効に活動できる位置とすること。 

エ．消防活動用空地は、原則として非常用の進入口又はこれに替わる開口部、バルコニー等に対して有

効な消防活動が行える位置とすること。 

オ．消防活動用空地の縦・横勾配は、５度以下とすること。 

カ．消防活動用空地の構造は、消防用緊急進入路の構造に準ずる。 

（３）規制標識、標示 

 消防用活動空地には、別図の「消防活動用空地の規制標識詳細図」及び「消防活動用空地の規制標示

詳細図」に基づき規制標識及び標示を設置すること。 

（４）建築物に設置する消防用設備 

ア．昭和 36 年８月１日自消乙予発第 118 号消防庁予防課長通達により、消防法施行令第 32 条の規

定が適用されている共同住宅については、市消防本部との協議により屋内消火栓、自動火災報知設備、

避難設備、排煙設備、非常警報設備等の消防用設備を設置するとともに、維持管理すること。 

イ．昭和 50 年８月１日以後消防法施行令第 32条の規定が適用されている共同住宅については、消防

庁通達に基づく基準により消防設備等を設置すること。 

 注１．中高層建築物とは、４階建以上又は地上高１５メートルを超える建築物をいう。 

 

▼消防活動用空地の規制標識詳細図（参考例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 色彩：縁を青色、上部の文字を赤色、地を白色、下部の文字を白色、地を赤色 

は し ご 車 専 用 の 

消 防 活 動 用 空 地 
ここは、火災、救助等緊急時に

使用しますので一般車両の駐車 

はできません。                                     

(

注
意) 

600 
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▼消防はしご車の活動可能範囲 
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▼消防活動用空地の規制標示詳細図（参考例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動用空地 6000以上 

12000 以上 

6000以上 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

●
●

●
●

●
 

●
●

●
●

●
 

12000 以上 

1 0 0

0 

表示１ 

表示２ 

周囲の区画、中央の文字及び車線を黄色塗料で標示すること。 

表 示 ２ 

消防用空地 

ダクタイル（鋳鉄製） 

レジコン（黄色） 

9 6 0 

反射部 

黄色特殊樹脂製（ポリカボネード） 

表 示 １ 

10.5 
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■第十二 上水道等 

１．開発区域内における生活用水の水源は、水質が衛生上適当なものであり、かつ、当該開発区域内で

消費する水量に対して十分な供給量を有するものであること。 

２．事業者は、市の上水道施設から給水を受けようとする場合は、市が定める基準に従い、事業者の費

用負担により市が施行する。 

 

■第十三 下水処理  

１．汚水処理 

（１）開発区域が、各務原市公共下水道基本計画の対象区域外に位置する場合、若しくは当該基本計画

の対象区域内であっても、各務原都市計画公共下水道が完備され、当該公共下水道に接続できるまでの

間においては、事業者において排水施設、汚水処理施設及びポンプ施設等（以下この項において「諸施

設」という。）の設置の必要があるときは、下記によるものとする。 

ア．事業者は、開発区域内の汚水処理について計画処理対象人員が 100 人を超える場合は、集中処理

方式とする。又、20 ヘクタール以上の開発区域において、終末処理施設を設置するときは、高級処理

施設（標準活性汚泥法、標準散水ろ床法等をいう。）とするものとする。 

 なお、汚泥の処理等（脱水施設、焼却施設等）については、市と協議のうえ決定するものとする。 

イ．諸施設の設置及び維持管理は、事業者の負担により行うものとする。 

（２）事業者は、前項（ア）号の規定により処理された放流水が、上水道、農業用水及び地下水を汚染

する恐れがないように努めるとともに、放流先の管理者と協議すること。 

 なお、放流水質は、環境基本法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、岐阜県公害

防止条例等関係法令の基準値を超えてはならない。 

（３）開発区域内における下水道整備が、各務原都市計画公共下水道に接続できる地区にあっては、市

と事前に協議して設計し、施行するものとする。 

２．下水道施設 

（１）排除方法 

 下水排除は、分流式とする。 

 汚水排除は、下水道法及び下水道法施行令（昭和 34 年政令第 147号）、下水道法施行規則（昭和 42

年建設省令第 37 号）、各務原市下水道条例（平成２年条例第 23 号）その他の法令に定めるもののほ

か、下水道施設設計指針（日本下水道協会発行）、小規模下水道計画・設計指針（日本下水道協会発行）

等に準拠して計画し、その設計図を提出するものとする。 

 汚水量は、（表２０）により計算し、その計算書を提出する。 

▼（表２０） 

区 分 公共下水道区域 

   １人１日最大汚水量（処理施設） 630Ｌ／人／日 

   １人１日 時間最大汚水量（管路施設） 950Ｌ／人／日 

（注：木曽川右岸流域下水道との関連で変更が生じる可能性がある。） 

ただし、予定建築物の用途が住宅以外の建築物等であるときは、それぞれの用途に応じた排水量とする。 

（２）流速及び勾配 

 汚水管は、計画汚水量に対し、流速を最小 0.6ｍ／秒、最大 3.0ｍ／秒とすること。 

 なお、下流に行くに従い流速が次第に増すよう考慮するものとする。 

（３）最小管径 

 汚水管渠本管についてはφ200mm 以上とする。 

 取付管は、φ125mm以上とする。 

（４）管の種類 

 原則として、日本下水道協会下水道用器材製造工場認定規定による規格品とする。 

（５）管の土被り 

 原則として、1.0m以上とする。 

（６）マンホール等 

 マンホールは下水管渠の起点、方向、勾配、管径の変化する箇所及び段差の生ずる箇所、管渠の会合

する箇所に設置すること。直線区間は、（表 2１）の範囲内で設置すること。 
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▼（表 2１） 

管  径     600mm 以下 1,000mm 以下 1,500mm 以下 1,650mm 以下 

最大間隔 75m 100m 150m 200m 

 段差 0.6ｍ以上の場合は、副管付マンホールを設けること。 

 底部は、管内径相当の幅のインバートとし、マンホール内の落差は２cm とすること。 

 マンホール蓋は、ダクタイル鋳鉄製浮上防止型（各務原市型：市章入）とする。 

 マンホールの深さ３ｍ以上は、落下防止を取り付けること。 

（７）マンホールの形状等 

 マンホールの大きさは、（表 2２）を標準とする。 

▼（表 2２） 

呼び方 形状寸法 用 途 

１号マンホール 内径 90cm 円形 
管の起点及び 600mm 以下の 管の中間点並びに内径 450mm ま

での管の会合点 

２号マンホール 内径 120cm 円形 
内径 900mm 以下の管の中間点及び内径 600mm 以下の管の会

合点 

３号マンホール 内径 150cm 円形 
内径 1,200mm 以下の管の中間点及び内径 800mm 以下の管の

会合点 

４号マンホール 内径 180cm 円形 
内径 1,500mm 以下の管の中間点及び内径 900mm 以下の管の

会合点 

（８）取付ます及び取付管 

 取付ますの位置は、道路と敷地との境界からおおむね 1.0ｍ以内の敷地内に設け、１区画に１箇所と

する。 

 取付ますは円形のインバートますとし、（表 2３）を標準とする。 

▼（表 2３） 

呼び方 内径 材 質 深 さ 耐荷重 蓋（市型） 備 考 

Ｂ型 35cm 
硬 質 

塩ビ製 
1.5m 以下 

Ｔ－２ 硬質塩ビ製 

取付管内径

150mm 以下 
Ｔ－６ 鋳鉄製 

Ｔ－20 鋳鉄製 

Ｃ型 35cm レジコン製 1.5m 以下 Ｔ－20 鋳鉄製 
取付管内径

150mm 以下 

 

 深さが 1.5ｍを超える場合または、取付管内径が 150mmを超える場合は、内径 75cm の円形のマ

ンホール（０号）を使用すること。 

 取付管布設方向は、本管に対し直角にし、取付部は 60度または 90 度とする。 

 取付管勾配は、10％以上とし、位置は本管の中心線より上方に取り付けるものとする。 

（９）排水設備 

 排水設備等の構造基準については、法令等の規定によるほか、次による。 

ア．下水の流速は 0.6ｍ／秒から 1.5ｍ／秒の範囲内とする。 

イ．下水管渠の土被りは、私道内で 60cm 以上、宅地内で 20cm以上とする。 

ウ．排水設備等には次の各号に基づいてます等を設置する。 

（ア）下水管渠の始点、方向・勾配・管径の変化する箇所、及び合流する箇所。 

（イ）直線部においては管径の 120 倍以下の間隔とし、管径により（表 2４）の範囲内の間隔で設置

する。 

▼（表 2４） 

管 径（mm） 100 150 200 

最大間隔（ｍ） 12 18 24 

（ウ）構造形状については接続管渠の大きさに適合したものであること。 

（エ）ます等の底部は、雨水管渠の場合は深さ 15cm 以上のどろだめを設け、汚水管渠の場合は管の状

況に応じたインバートを設けること。  
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（10）終末処理場  

 終末処理施設は、集中処理方式かつ合併処理方式とする。 

 終末処理施設の計画下水量は、計画１日最大汚水量として算定することとし、導水管渠については計

画時間最大汚水量で算定すること。 

 環境基本法及び水質汚濁防止法に基づく水質の汚濁に係る環境基準が定められた公共用水域につい

ては、水質基準及び関連法令の規定に適合させること。 

 終末処理施設からの放流水及び発生汚泥に起因して付近に被害が生じた場合は、事業者の責任におい

て解決すること。 

（11）その他 

 その他の事項については、下水道法及び下水道施設設計指針、小規模下水道計画・設計指針等による

ものとする。 

 申請時における添付書類は、位置図、流量計算書、排水施設平面図、区画割平面図、縦断図（距離、

地盤高、管底高、勾配、土被り等記載）、構造図（人孔、管基礎工、その他詳細図）とする。 

 工事竣工後、下水道法第 23 条に準拠した完成図（第２原図）を提出のこと。 

 

■第十四 公益施設  

一 学校 

１．学校用地 

（１）事業者は、住宅に供する目的で行う開発区域の面積が 40ヘクタール以上又は、計画戸数が 1,000

戸以上の場合は、あらかじめ小学校用地及び幼稚園用地等を確保し、造成後、市に無償で提供するもの

とする。 

（２）事業者は、住宅に供する目的で行う開発事業について開発区域の面積が 80ヘクタール以上又は

計画戸数が 2,000 戸以上の場合は、あらかじめ中学校用地を確保し、造成後、市に無償で提供するも

のとする。 

（３）事業者は、前各項に規定する規模に満たない開発で開発区域の面積が５ヘクタール以上又は計画

戸数 200戸以上の場合は、学校用地を確保し、市に無償で提供するものとする。 

 ただし、用地確保が困難である場合は、金額に換算して提供することができる。 

（４）前項に規定する用地面積は、（表 2５）に定める学校等施設用地基準により計画戸数に応じ定める

ものとする。 

（５）市は、事業者の事情で前各項の規定による土地の提供が困難である場合は、市が指定する開発区

域外の土地を提供させることができる。 

（６）前各項に規定する学校用地の位置及び面積は、市と協議して定めるものとする。 

▼（表 2５） 

区 分 算定基礎 一戸当り負担面積 

幼稚園 2,787ｍ2÷2,000 戸＝1.39ｍ2 1.4ｍ2 

小学校 16,246ｍ2÷2,000 戸＝8.12ｍ2 8.1ｍ2 

中学校 20,404ｍ2÷4,000 戸＝5.10ｍ2 5.1ｍ2 

計  14.6ｍ2 

 

二 その他の公益施設 

１．その他の公益施設用地 

（１）事業者は、開発区域の面積が５ヘクタール以上又は計画戸数が 200 戸以上である場合は、（表 2

６）に定めるその他の公益施設用地の基準により算定した用地を確保し、市に無償提供するものとする。

ただし、用地確保が困難な場合は、金額に換算して提供することができる。 

▼（表 2６） 

区 分 算定基礎 一戸当り負担面積 

保育所 2,448ｍ2÷2,000 戸＝1.22ｍ2 1.2ｍ2 

消防署 2,000ｍ2÷2,500 戸＝0.8ｍ2 0.8ｍ2 

計  2.0ｍ2 
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２．集会施設 

（１）事業者は、開発区域住民の憩いの場として集会施設を市と協議して自己の負担により設置するも

のとする。その施設数は、おおむね計画戸数 100 戸ごとに１ケ所を原則とし、その面積の基準

は（表 2７）による。なお、50 戸以上の共同住宅の集会室については、下記基準を参考として

別途市と協議のこと。 

▼（表 2７） 

計画戸数 施設面積 敷地面積 

50 戸以上 100 戸以下 130ｍ2 240ｍ2以上 

101 戸以上 150 戸以下 160ｍ2 300ｍ2以上 

151 戸以上 200 戸以下 240ｍ2 450ｍ2以上 

（２）前項の施設には電灯、水道、便所及び簡易な炊事施設を備えるものとする。 

３．清掃施設 

（１）事業者は、ごみ収集の日、路線及び方法を市と協議のうえ、開発区域内の道路に面し、かつ収集

作業に適した場所を選んで収集施設を設置し、市に無償提供するものとする。 

（２）事業者は、中高層住宅の建築を目的とする場合、ダストシュートの構造、道路配置等については、

市と協議し、収集作業に支障のないようにしなければならない。 

（３）事業者は、開発事業により市が新たにごみ処理施設の設置を必要とする場合は、市と協議のうえ、

開発区域内又は区域外に適当な用地を確保するものとする。 

４．駐車場 

（１）事業者は、開発区域内の利便施設として駐車場（自転車を利用する文化・商業施設等にあっては、

自転車駐車場を含む）を確保し、透水性舗装の施工を検討すること。 

（２）集合住宅の駐車場台数は、原則として開発区域内に計画戸数分の１．２倍以上を確保すること。

ただし、単身世帯向け等の理由がある場合は計画戸数分の台数以上とする。 

（３）駐車場の構造は、戸建て住宅を除き、駐車マスから道路へ直接出入りする構造(ハーモニカ型)と

せず、道路からの乗り入れ箇所は、原則として１･２ヶ所に限定すること。 
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―― 開発事業指導要綱の運用について ―― 
 

Ⅰ 一般的事項 

１．法令、要綱との関係 

 この要綱は、総合的な視野のもとで、個々の開発事業について、その適否を判断するための措置を講

じようとするものであり、適切な行政指導を行うことにより、法令等の規制を補完し適切な措置を講じ

させることを目的としているものである。 

 したがって、法令等の規制によって許認可を要するものは、この要綱とは別に、当然それぞれの手続

きを行う必要があるものである。 

２．開発事業の協議 

 開発事業は、あらかじめ市長へ協議することによってその適正化を図るため当該開発事業の適否につ

いて、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しているかどうか、公共・公益施設の整備の予定及

び周辺の自然環境保全上明らかに不適当でないかまた、公共・公益施設の技術的検討及び災害の防止、

自然の保全等について、施設配置、構造及び工程等設計の細部にわたっての検討を行うものである。 

 なお、事前協議の検討に当たっては、市長は、各務原市開発審査委員会（以下「委員会」という。）に

諮ることとされており、市の機能の総力をあげてこれに当たるものであるので相互の連絡調整等に遺憾

のないよう、その運用に格段の配慮を払うものとすること。 

３．国・県等が行う開発事業 

 この要綱の適用対象からは、国県等の行う開発事業は除外されているが、この要綱の意図する目的及

び趣旨を十分に理解し、国県等がみずから乱開発、又は市の財政の一時的圧迫につながる開発事業を行

った等批判を受けることのないよう、工事の施工に際してはこの要綱に準じて行う等格別の配慮を依頼

するものであること。 

 

Ⅱ 個別的事項 

１．用語の意義（第２条関係） 

（１）「開発事業」とは、土地の区画形質の変更に関する事業をいい、土地の利用目的のいかんを問わな

いものであり、住宅用地、別荘用地、工場用地、採石場、土採取場、ゴルフ場、その他レジャー施設用

地等の造成の事業をいうものであること。 

（２）「一団の土地」とは、土地の利用目的、利用形態、物理的形状等からみて一体と認められる開発区

域の土地をいうものであること。したがって、二つ以上の土地の区画が地続きでなく連担していない場

合であっても同一の企画のもとに一体の事業として行うものについては、これを一つの事業として把握

し、要綱を適用するものであること。 

（３）一つの土地開発事業に係る事業者が二つ以上である場合は、共同して要綱に基づく所要の手続き

を行うものであること。 

２．適用除外（第３条第２項） 

（１）要綱第３条第２項第４号に規定する「市長が別に定めるもの」とは、農産物若しくは水産物の生

産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良、養殖池の造成並びにこ

れらに類するもの（開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。）で、次の各号に掲げる者が行う開発

事業とする。 

ア．農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第２条第 3 項に規定する農業生産法人又は第 2条の２に規定

する農地について所有権又は賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を有する者 

イ．農地法第３条のただし書に規定する農地保有合理化法人 

ウ．農業協同組合法（昭和 22 年法律第 132号）第４条に規定する農業協同組合又は同連合会 

エ．森林組合法（昭和 53 年法律第 36 号）第 3条に規定する森林組合又は同連合会 

オ．水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第２条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又

は漁業協同組合連合会 

カ．土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第５条に規定する土地改良区 

キ．国又は地方公共団体の補助又は融資事業により開発事業を施行するもの 

（２）要綱第３条第２項第７号に規定する「その他市長が別に定める開発事業」とは、農林漁業者就業

改善及び農村環境整備等の開発事業で国又は県の補助により行う開発事業であること。 
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３．事前協議（第６条関係） 

（１）事前協議は、土地に関する権利を取得する前に行わなければならない。 

 この場合の「土地に関する権利の取得」とは、所有権の取得のほか、地上権、貸借権、その他の権利

の設定をいうものであること。 

 なお、自己の所有の土地において開発事業を行う場合にあっても、工事に着手する前に必ず事前協議

を行うべきものであること。 

（２）全体の開発事業を工事の時期により、第一期計画、第二期計画などと工期を分けて行うように計

画している場合であっても、全体の事業計画についての協議を行わせるものであること。 

４．協定（第７条関係） 

（１）開発協定は、開発事業に係わる立地適正及び事業者適正が判断されたのちにおいて締結するもの

であること。 

 開発協定締結の意義は、当該事業者に計画どおりの事業を実施させるほか、当該土地開発事業を地元

にとって有益なものとするための措置などを積極的に義務づけるなどにあるのであるから、とくに公共

施設及び公益施設などの整備及び協力金等についての事業者負担の義務づけ、地元住民の雇用等地域社

会に対する利益の還元、適正開発と協定履行の確保等について十分に配慮すること。 

（２）開発協定は、おおむね、次に掲げる事項を定めるものとするが、協定締結にあたっては本要綱の

趣旨、基準を考慮のうえ、事業内容による特殊性を加味して協定を締結するものとする。 

ア．開発事業を行う土地の利用目的に関する事項 

イ．事業計画の実施時期、期間等に関する事項 

ウ．自然環境の保全及び文化財の保護並びに地域環境の整備に関する事項 

エ．防災施設の先行的整備及び開発行為に起因する災害発生の場合の補償及び復旧工事に関する事項 

オ．道路、公園等公共施設及び公益施設の整備及びこれらの施設の維持管理に関する事項 

カ．協力用地、協力金の負担に関する事項 

キ．水源の確保、廃棄物の処理等に関する事項 

ク．当該土地の転売禁止、目的外への使用又は併用の禁止に関する事項 

ケ．開発協定の不履行があった場合における公的機関による土地の買取り又は所有者との売買契約にお

ける買戻し特約に関する事項 

コ．開発協定の履行の保証及び不履行の場合の制裁に関する事項 

５．事務手続 

「事前協議及び開発許可等の手続フロー」を参照すること。
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様式 1号 

事 前 協 議 申 請 書 
 

                                  年   月   日 

（宛先）各務原市長 

                       事業者氏名又は名称・住所               

                       法人にあっては、その代表者名 

 

 

                                          

 

                          （電話番号        ） 

 

  各務原市開発事業指導要綱第 6 条第 1 項の規定により、次のとおり協議します。 

 

開 発 事 業 名           

開 発 区 域 の 位 置          

地名地番 

各務原市 

     

     

     

     

     

     

     

地目 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募面積㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 発 区 域 の 面 積          公簿       ㎡       実測       ㎡ 

事 業 予 定 期 間              年  月  日から     年  月  日まで 

予定建築物等の用途  

 備考(☑チェック)                       

▶区域区分 □市街化調整区域・□市街化区域   ▶建築物の概要 建築面積     ㎡ 

▶用途地域 □無・□有(        地域)          延床面積     ㎡ 

     建蔽率   ％  容積率   ％          構造         

▶地区計画 □無・□有(        地区)          高さ       ｍ 

      区画道路  号  計画幅員  ｍ         □※複数棟ある場合は 

      整備状況 □整備済・□未整備             別紙一覧表のとおり 

 

事前協議後の手続(☑チェック) 

▶都市計画法許可申請等の手続 □不要・□要 

要⇒□法第 29条開発許可(法第 34条第 号 提案基準第 号)・□法施行規則第 60条適合証明 

   盛土規制法のみなし許可 □対象外・□対象 

□自己の居住の用・□自己の業務の用・□その他 

▶開発許可に伴う公共施設管理者の同意等 □不要・□要 

要⇒□32条同意・□32条協議・□下水道整備計画承認・□給水計画承認 

□道路工事施工承認・□法定外公共物土地占用・□道路占用・□羽島用水利用 

□その他(                             ) 

 

 

（申請代理人）           （電話）          
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事 業 計 画 書 

事  業  計  画 

事

業

者 

住

所 

 

 
開発 

事業名 

 

 

氏

名 

 

 
開発区域

の位置 

 

 

予定建築物等の用途  

造成工事の概要 
 

・30㎝超の切盛土…   ㎡ 

・排水施設…雨水浸透桝  箇所 
・土留め…(任意 600≦H≦1000)    ｍ、(義務 1000＜H)    ｍ 

土  地  現  況 

１ 開発区域地目面積                            （単位：㎡） 

区  分 宅 地 農 地 山 林 雑種地 
公共公益

施設用地 
その他 計 

公 簿 面 積      
       

(  ％) (  ％) (  ％) (  ％) (  ％) (  ％) (100％) 

実 測 面 積       
 

(100％) 

２ 土地に関する権利の状況                         （単位：㎡） 

区 分 自己所有地 買収予定面積 
地上権・賃貸借  
契約済面積 

地上権・賃貸借 
予定面積 計 

面 積 
       

(   ％) (   ％) (      ％) (      ％) (100％) 

土  地  利  用  計  画 

１ 土地利用区分                              （単位：㎡） 

区     分 宅地 公共施設用地 その他用地  計 

面     積      

比     率 (  ％) (  ％) (  ％) (  ％) (100％) 

２ 法令等に基づく制限による必要手続き(☑チェック) 

□都市計画法第 53条(都市計画道路)  □公有地の拡大の推進に関する法律(都市計画道路等) 
□景観法関連(風景区域(    区域)・重点風景地区(    地区)・景観地区(     )) 
□都市再生特別措置法(立地適正化計画(居住誘導区域外・都市機能誘導区域外)) 
□国土利用計画法(市街化区域 2000㎡以上・市街化調整区域 5000㎡以上) 
□文化財保護法(埋蔵文化財(    遺跡)) □名勝｢木曽川｣ □重要土地等調査法(特別注視区域) 
□農地法(農地)  □農業振興地域の整備に関する法律(農用地) 
□森林法(保安林等)  □河川法(河川区域・河川保全区域 (    川)) 
□砂防法(砂防指定地)  □土砂災害防止法(イエローゾーン・レッドゾーン) 
□盛土規制法(宅地造成等工事規制区域)  □その他(                   ) 

事業収支 

事業収入 
事  業  費 

収支の差 分譲予定価格 
分譲 

区画数 用地費 工事費 その他 計 

 

万円 

 

万円 

 

万円 

 

万円 

 

万円 

 

万円 

 

万円／㎡ 

 

戸 
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公共施設の整備計画等 

(※記載事項は計画に合わせて適宜加筆・修正・削除すること) 

新設道路 汚水処理施設 

幅員ｍ 

 

 

 

 

 

 

延長ｍ 

 

 

 

 

 

 

面積㎡ 

 

 

 

 

 

 

下水道 ・ 合併浄化槽  人槽 

 

本管    φ     ｍ 

 

引込    φ     箇所 

 

既存道路(セットバック部) 給 水 施 設      

道路名称 

 

 

 

 

 

 

幅員ｍ 

 

 

 

 

 

 

延長ｍ 

 

 

 

 

 

 

面積㎡ 

 

 

 

 

 

 

上水道 ・ 井戸 

 

本管   φ     ｍ 

 

引込   φ     箇所 

 

 

公園・広場(0.3ha以上) 消防用施設 防災施設(1ha以上) 

 箇所  ㎡ 

消防水利 消火栓・防火水槽 

包含範囲 120ｍ・100ｍ 

既設有・新設  箇所 

 

沈砂池  ㎥ 

排水施設 その他公共施設 

調整池(1ha以上) 

    ㎥ 

 

下流河川改修(0.3ha以上) 

   ｍ 

 

排水計画(0.3ha以上) 緑地 

開発区域内の              を経て 

            箇所の放流口から 

開発区域外の              を経て 

                 へ流出 

接道緑地    ｍ(  ％) 

緑化面積    ㎡(  ％) 

 

緩衝帯(1ha以上)  ｍ 

公益的施設 
廃棄物 

処理施設 
駐車場 開発区域に接する道路 

学校用地 

(5ha又は 200戸以上) 

  ㎡ 

集会施設 

(50戸以上) 

  ㎡ 

ゴミ置場     

  箇所 
 台 

道路名称 

 

 

 

 

 

現況幅員ｍ 

 

 

 

 

 

計画幅員ｍ 

 

 

 

 

 

留意事項 
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完 了 届 出 書          

 

    年  月  日 

（宛先） 

各務原市長 

      事業者住所                

         氏名                

                            

       電話（    ）   －        

      年  月  日に下記の開発事業が完了したので、各務原市開発指導要綱 

 第１３条の規定により、工事完了の確認されますよう届け出ます。 

開 発 事 業 名         

開発区域の位置 各務原市 

開発区域の面積（㎡）  

要 請 書 番 号             各  事第３－    号 

要 請 年 月 日         

 
備 考 

    担当者             

    電 話             
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事前協議申請書には、下記の図面等を添付するものとする。 

（ただし、１ha 以上の開発事業については、各務原市土地開発事業の調整に関する要綱第２章第１項

に規定する様式第１号に定めるところによるものとする。）  

 

事前協議に必要な添付図書 
図面は番号を連番で明記し、原則A3 サイズとすること 

 

チ

ェ

ッ

ク 

添

付

順 

図書の名称 明示すべき事項等 備 考 

□ ① 事前協議申請書 本書にチェック☑をつけて添付すること 指定様式 

□ ② 事業計画書  指定様式 

□ ③ 
都市計画情報照会チェ

ックリスト 
 

市都市計画課のＨＰ 

または窓口で発行 

□ ④ 

みなし許可の判定チェ

ックリスト(宅地造成等

工事規制区域用) 

 
市都市計画課のＨＰ 

で発行 

□ ⑤ 開発区域位置図 
開発区域とその位置、主要道路、主要交通機関か

らの経路、その他目標となる地物及び方位 

開発区域区域図に兼ね

ることも可 

□ ⑥ 開発区域区域図 
方位、地形、開発区域の境界（赤枠） 

消火栓の位置・包含範囲 
 

□ ⑦ 土地の全部事項証明書  
法務局発行、事前協議

時はネット情報も可 

□ ⑧ 土地の公図の写し 開発区域の境界（赤枠） 
法務局発行、事前協議

時はネット情報も可 

□ ⑨ 
実測図(公共施設の新旧

対象図) 

座標等により求積すること 

新設する公共施設(道路・水路)がある場合は、公

共施設の新旧対象図を兼ねて、着色や幅員を明

示すること 

 

□ ⑩ 現況図 

方位、地形、開発区域の境界（赤枠）、開発区域

内の切土又は盛土部分の表土の状況、消火栓の

位置、開発区域や隣接地(地目・現況レベル・構

造物(排水施設・擁壁や区画明示等)の仕様(撤去

も明示))、接する道路(道路名称・幅員)、接する

水路(仕様や流水方向)、現況写真の撮影方向及び

番号 

 

□ ⑪ 現況写真 
開発区域・隣接地(接する道路・水路部含む)を鮮

明に撮影、撮影方向及び番号 
 

□ ⑫ 土地利用計画平面図 

方位、開発区域の境界（赤枠）、工区界、公共施

設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状

及び用途等の明示、開発区域や隣接地(計画レベ

ル、構造物(排水施設・擁壁や区画明示等)の仕様、

開発区域(宅盤の流水方向、緑化(緑着色))、開発

道路(幅員・延長・縦横断勾配)、接する道路(道路

名称・幅員(後退あれば後退後)・舗装復旧範囲)、

接する水路(仕様や流水方向)、盛土規制法のみな

し許可対象又は対象外である旨 
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□ ⑬ 造成計画平面図 

方位、開発区域の境界、切土又は盛土をする土地

の部分の明示(切土：茶、盛土：緑)(30 ㎝厚を超

える範囲は濃淡をつけて面積(算定根拠含む)も

記載)、がけ、擁壁の位置、道路の位置、形状、

幅員、勾配、工区界、地形（等高線）宅地の地盤

高及び面積等の明示、断面図位置、盛土規制法の

みなし許可対象又は対象外である旨 

土地利用計画平面図に

兼ねることも可 

※開発完了検査時のも

のとする(緑化は記載不

要) 

□ ⑭ 造成計画断面図 

切土又は盛土する前後の地盤面(切土：茶、盛土：

緑) (30㎝厚を超える範囲は濃淡をつける)、擁壁、

がけの位置、最大切盛土厚 

 

□ ⑮ 排水施設計画平面図 

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、

形状、内のり寸法、天端高及び敷高、勾配、水の

流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、集水系

統ブロック別の明示（断面詳細図を含む）、下水

道の本管及び引込(公共汚水桝まで)の位置及び

仕様 

原則、土地利用計画平

面図・造成計画平面図

に兼ねること 

□ ⑯ 給水施設計画平面図 

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方

法、消火栓の位置、上水道の本管及び引込(量水

器まで)の位置及び仕様 

原則、土地利用計画平

面図・造成計画平面図

に兼ねること 

□ ⑰ 緑化計画平面図 
接道緑化率 5/10 以上・緑化面積率 1/10 以上(各

率の算定根拠)、緑化密度、植栽の種類 

土地利用計画平面図に

兼ねることも可 

□ ⑱ 
計画縦断図及び 

計画横断図 

排水施設縦断図(敷打ちがある場合のみ必要)、道

路横断図 
 

□ ⑲ 構造物等の断面詳細図 
排水施設、擁壁や区画明示(見かけ高さ、義務擁

壁は必要地耐力)等 (道路・水路部含む) 
 

□ ⑳ 流量計算書 

流域が分かれる場合は、流域図を添付し、排水施

設の仕様や勾配・集水系統ブロック別に集水面

積・流量計算位置を明示 

 

□ ㉑ その他参考図書 

建築物の平面図・立面図、日影図、義務擁壁の構

造計算書又は大臣認定書、各務原市が必要と認

める書類等（別途指示がある場合） 

 

 

各務原市開発審査委員会包括承認基準 

 

 各務原市開発事業指導要綱第３条第１項に掲げる事業のうち、その内容が類型的で比較的小規模なも

の且つ公共的見地から手続きの簡素化、迅速化を要するもので、下記の条件を満たすものについては、

同要綱第６条第２項に規定する各務原市開発審査委員会に諮ったものとみなす。 

 なお、この基準に基づいて指導、要請をした場合は直後の開発審査委員会において、その事業の要旨

を報告するものとする。 

記 

 

１．開発区域又は事業面積が３０００㎡未満であること。 

２．都市計画法施行令第２５条第２号及び第４号の幅員等が各務原市宅地開発指導要領における道路

取扱い基準を満たしていること。 

３．開発区域及び事業区域から排水される雨水等を受ける既設排水施設が整備され排水容量の改善の

必要が無いこと。 

４．開発区域及び事業区域において事前着工等が無く適法な状況であること。 


